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　笠松町美術展実行委員会では、第40回笠松町
美術展を開催します。
　開催中は、多数の作品の展示とチャリティ小品
展を行います。お誘い
合わせのうえ、ぜひお
出かけください。

【開催期間】
10月30日（土）
～11月1日（月）

【開催時間】
午前9時～午後5時

（最終日は午後4時まで）
【開催場所】
中央公民館
町民体育館

　浄化槽は微生物の働きを利用するデリケート
な施設です。その機能を十分に発揮させるために
は、適切な維持管理が必要です。
　浄化槽設置者の３つの義務—保守点検・清
掃・法定点検—を守り、浄化槽の適正な施設管
理に努めましょう。

◎県では10月から浄化槽を新設される場合に、
送風機停止警報装置を取り付けることになりまし
た。
　警報装置の設置により送風機の異常に速やか
に気付くことができ、迅速に対応することで公共
用水域の汚濁を未然に防ぐことができます。皆さ
んのご協力をお願いします。

【問合先】県環境生活部廃棄物対策課
　　　　☎272－8219
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ぎふ清流国体・ぎふ清流大会
の開催まであと２年
ぎふ清流国体・ぎふ清流大会実行委員会

　ぎふ清流国体・ぎふ清流
大会の開催まであと2年とな
りました。
　花で町をかざったり、ミナ
モダンスを覚えてみんなも
国体・大会に参加してね。
　笠松町では「ぎふ清流国
体」デモンストレ－ションと
してのスポ－ツ行事グラウン
ド・ゴルフが開催されます。

【みず再生施設認定制度】
　環境省の指針より厳しい基準に適合し、高度
な維持管理がなされている優良な施設であると
岐阜県の指定を受けた法定検査機関が認証する
「みず再生施設認定制度」が始まっています。
　この制度の認定を受けるためには、保守点検業
者を通じて申請し、認定基準に適合している場合
は、認定通知とシールが送られます。なお、認定申
請は無料です。

【岐阜県浄化槽生涯機能保証制度】
　らくらく一括契約が締結された20人槽以下の合
併浄化槽で、漏水、送風機停止などの機能異常を
起こした浄化槽について、原因者が不明の場合、
岐阜県浄化槽生涯機能保証制度による基金から
無償で対応されます。
　なお、送風機停止警報装置の無償設置をはじ
め、維持管理費以外の費用はかかりません。

【問合先】・ご契約の保守点検業者
　　　　・県らくらく浄化槽プロジェクト促進協
　　　　　議会　☎276－0306

ミナモからの
お知らせ


